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定
額
減
税
の
支
払
明
細
書
へ
の
記
載
事
項
に
か
か
る
罰
則
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

二
〇
二
四
年
六
月
か
ら
所
得
税
お
よ
び
住
民
税
の
定
額
減
税
が
執
行
さ
れ
る
。
定
額
減
税
の
実
務
は
源
泉
徴
収
事
業
者
が
負

う
こ
と
に
な
る
が
、
シ
ス
テ
ム
改
修
を
含
め
て
事
務
作
業
と
費
用
の
負
担
が
大
き
く
の
し
か
か
っ
て
い
る
。
一
回
限
り
の
定
額

減
税
の
た
め
に
ど
う
し
て
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
面
倒
な
作
業
を
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
、
と
源
泉
徴
収
事
業
者
の
給
与
担
当
部

門
の
ス
タ
ッ
フ
か
ら
怨
嗟
の
声
が
あ
が
っ
て
い
る
。 

 

今
般
の
定
額
減
税
に
つ
い
て
、
所
得
税
法
第
二
百
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
源
泉
徴
収
額
に
加
え
て
定
額
減
税
額
を
記

載
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
同
法
第
二
百
三
十
一
条
に
違
反
し
た
者
は
、
同
法
第
二
百
四
十
二
条
の
規
定
に
よ

り
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
で
、
二
〇
二
四
年
五
月
二
十
八
日
の

参
議
院
財
政
金
融
委
員
会
で
の
小
池
晃
委
員
の
質
問
に
対
し
て
、
星
屋
和
彦
国
税
庁
次
長
は
「
お
尋
ね
の
罰
則
の
適
用
に
つ
き

ま
し
て
は
、
個
別
具
体
的
な
判
断
に
な
る
も
の
と
考
え
て
ご
ざ
い
ま
す
が
、
例
え
ば
、
六
月
の
給
与
明
細
書
の
交
付
時
に
は
対

応
が
間
に
合
わ
ず
定
額
減
税
額
の
記
載
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
な
場
合
に
つ
き
ま
し
て
は
、
基
本
的
に
罰
則
が
適
用
さ
れ
る

こ
と
は
な
い
と
考
え
て
ご
ざ
い
ま
す
」
と
答
弁
し
た
。
そ
こ
で
、
以
下
、
質
問
す
る
。 

一 

同
法
第
二
百
三
十
一
条
違
反
に
よ
る
同
法
第
二
百
四
十
二
条
の
罰
則
適
用
の
免
除
の
例
示
と
し
て
「
六
月
の
給
与
明
細
書



 

２ 

 

の
交
付
時
に
は
対
応
が
間
に
合
わ
ず
定
額
減
税
額
の
記
載
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
な
場
合
」
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
対

応
が
間
に
合
わ
な
か
っ
た
こ
と
の
立
証
責
任
は
源
泉
徴
収
事
業
者
が
負
う
の
か
、
そ
れ
と
も
所
轄
の
税
務
署
が
負
う
の
か
。 

二 

同
法
第
二
百
三
十
一
条
違
反
に
よ
る
同
法
第
二
百
四
十
二
条
の
罰
則
適
用
の
免
除
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
証
拠
を
提
示

す
れ
ば
、
対
応
が
間
に
合
わ
な
か
っ
た
こ
と
を
立
証
し
た
こ
と
に
な
る
の
か
、
罰
則
適
用
免
除
の
要
件
を
明
示
さ
れ
た
い
。 

三 

同
法
第
二
百
三
十
一
条
違
反
に
よ
る
同
法
第
二
百
四
十
二
条
の
罰
則
適
用
の
免
除
の
例
示
と
し
て
「
六
月
の
給
与
明
細
書

の
交
付
時
に
は
対
応
が
間
に
合
わ
ず
定
額
減
税
額
の
記
載
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
な
場
合
」
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ

れ
以
外
に
免
除
さ
れ
る
ケ
ー
ス
は
あ
る
の
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


